
 

慧光山 法遍寺（えこうざん ほうへんじ）について    住職 近藤道正 

法遍寺は、静岡県富士宮市にある「多宝富士大日蓮華山大石寺」を総本山と 

する日蓮正宗の寺院です。日蓮大聖人様の正しき信仰を人々に弘め、ここ愛知

地域の全ての人々が真の幸せをつかむ為に、総本山第６７世日顕上人が開基と

なって、昭和５７年６月１８日法遍院として設立され、平成２０年１２月２３日には 

改築され、法遍寺となりました。日蓮大聖人様の出世の本懐である三大秘法の 

大御本尊に帰依（きえ）し、破邪顕正の布教活動をさせていただいております。 

① 講中のみなさまへ 「正直なる仏法で人を導こう」                   

仏様の本意のことを｢正直なる教え｣といい、これは｢妙法の教え｣に尽きる。御書に

｢仏と申すは正直を本とす｣(359頁)と示される通りである。真っ直ぐな信仰とは如何な

る姿か。ことわざに「木、縄に従えばすなわち正し」とある。曲がった木も大工が墨縄

を当てて削れば真っ直ぐになるように、人も他人の忠告や諫言を素直に心に入れ従

えば正しくなる。大聖人は「曲がれる木は素直なる縄をにくみ、偽れる者は正しき政り

ごとをば心に合わずと思ふ｣(御書1365頁)と仰せである。曲がった木とは、回曲   

(えごく)･法華不信であり、これは正直なる仏法を憎む。そして偽りに塗れた心は正し

き行ないに賛同できないである。素直な心で大聖人の下種仏法を信受し、立正安国

論を研鑽し、折伏を行動に起していこう。        

② 創価学会に籍を置くみなさまへ(創価学会破門の経緯を知らない方へ その３２） 

平成２年12月27日の臨時宗会において、宗規の一部が改正施行された。まず、 

法華講総講頭の任期につき５年とし、また大講頭その他の役員については従来の２

年を３年と改め、附則によって、これまでの総講頭・大講頭の役にあった者の資格は

喪失したのであった。また、信徒の処分規定に新たに、「言論、文書等をもつて、管長

を批判し、または誹毀、讒謗したとき」という条項が加えられた。これは従来の僧侶へ

の懲戒規定と同じ条項を信徒に対する懲戒規定にも当てがい明確にしたものであっ

た。しかし、これは罰することが目的ではなく、罪を犯させないための規定である。  

ちなみに当時の創価学会の会則第67条には、会員に対する「戒告、活動停止、除名

処分」の規定が設けられている。(次回 12月29日の学会からの返書) 

③ 正しい仏教への信仰を知らない方へ（娑婆と寂光土の意味）    

娑婆世界といえば、堪え忍ぶ世界のことで、我々が住する国土のことである。  

｢貪欲・瞋恚・愚痴｣が盛んで、｢煩悩・業・苦｣が充満しており、衆生はこれを忍ばなけ

ればならない。つぎに寂光土とは、仏が住む国土のことをいう。法華経の寿量品で

は、｢仏の住処はこの苦悩の尽きない娑婆世界であり、仏の真実の心は、常にこの 

娑婆世界で説法教化をなすこと｣と明き示す。日蓮大聖人は｢浄土も穢土も、その  

国土が別々にあるわけではない。ただ我らの心の善悪によるのである｣と教えてい

る。苦難の世界をどう生きるかを教えるのが仏の心であり、日蓮大聖人の心である。

他に極楽世界を求めるのではなく、娑婆世界に生きて仏道を歩む所に寂光土が顕わ

れるのである。真の生き抜く力、人生の開花は妙法の信仰にある。 
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